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令和２年度 第３回 恵庭市国民健康保険運営協議会 

 

 

１．日時 

  令和３年３月２日（火）１６時３０分～１６時５０分 

 

２．会場 

  恵庭市役所 ３階 ３０１・３０２会議室（恵庭市京町１番地） 

 

３．出席者 

  【運営協議会委員】（７名出席） 

  （１）公益代表 

   市川 愼二（会長）、生本 富士代（会長代行）、新岡 知恵 

  （２）被保険者代表 

   城生 康裕、大貫 司 

  （３）保険医又は薬剤師代表 

   平中 良治、島田 直樹 

  【事務局（恵庭市）】 

   副市長、保健福祉部長、保健福祉部次長、国保医療課長、債権管理課長、各担当主査・主任 

 

４．議事録署名委員 

  大貫 司（被保険者代表）、平中 良治（保険医代表） 

 

５．議案審議 

  ・議案第 1号「令和２年度国民健康保険特別会計決算見込」について 

  ・議案第２号「令和３年度国民健康保険特別会計予算（案）」について 

   

６． その他 

・第２期データヘルス計画の中間評価報告書について 

 

７． 閉会 
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１.開会 

○保健福祉部次長の進行により開会 

委員の皆様には、何かとご多用の中ご出席いただきましてありがとうございます。  

只今より、国民健康保険運営協議会を開催いたします。 

 

２．副市長挨拶 

○北越副市長 

国民健康保険運営協議会の開催にあたり、一言ご挨拶申し上げます。 

委員の皆様方には、大変お忙しい中ご出席いただきまして、誠にありがとうござい 

ます。また、日頃から市政全般及び国民健康保険事業に対しまして、ご理解とご協力を 

頂いておりますことを、この場をお借りして厚くお礼を申し上げます。 

 さて、本日の運営協議会は、「令和２年度決算見込」及び「令和３年度予算案」につ 

いてのご審議をお願いするところです。今年度におきましては、税率改正により収支 

状況は改善されたところであり、令和３年度予算編成においても、北海道へ国保事業 

費納付金を納めるために必要な保険税収入を確保すべく、税率据え置きにより予算案 

の作成を行いました。新型コロナウイルス感染症の影響により収納率が減少傾向であ 

る等、今後の動向が推測しづらい状況ではありますが、本日はこれらの状況をご説明 

申し上げ、皆様より忌憚のないご意見を賜りたいと存じますので、よろしくお願い申 

し上げます。 

最後になりますが、本市の国保会計は累積赤字を有しており、厳しい財政状況に変 

わりはありませんが、引き続き委員皆様のご理解ご協力のほどをよろしくお願い申し 

上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

 

３. 会長挨拶 

○市川会長 

国民健康保険運営協議会の開催にあたり一言ご挨拶申し上げます。 

 委員の皆様には、大変お忙しいところご出席いただき誠にありがとうございます。 

本日の議題は、「令和２年度恵庭市国民健康保険特別会計決算見込」及び「令和３年度 

恵庭市国民健康保険特別会計予算案」についてのご提案でございます。新年度予算案 

につきましては、国保税限度額の引き上げを含めご審議いただくこととなります。厳 

しい国保財政の今後を見通すうえで、重要な議題と捉えておりますので、委員各位の 

慎重な協議をお願いいたしますとともに、本日の議事運営について、よろしくご協力 

を賜りますようお願い申し上げまして、はなはだ簡単ではございますが、開会の挨拶 

とさせていただきます。 
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○保健福祉部次長 

それでは、これ以降の進行は､運営協議会規則第５条の規定により、議長は会長が行

うこととなっております。会長、よろしくお願いいたします。 

 

４．議事録署名委員の選出 

○市川会長 

それでは、恵庭市国民健康保険運営協議会第１１条の規定により、議事録署名委員

２名を置くことになっております。議事録署名委員は、私からご指名させていただき

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

＜異議なしの声＞ 

ありがとうございます、それでは指名させていただきます。大貫委員、平中委員を

議事録署名委員に決定します、よろしくお願いいたします。 

それでは、協議に入らせていただきます。議案第１号「令和３年度国民健康保険税

率について」事務局より説明を願います。 

 

５．議案審議  

（１）議案第１号「令和２年度国民健康保険特別会計決算見込」 

○国保医療課長より説明 

 議案第１号「令和２年度決算見込」についてでありますが、今年度はコロナ禍の影

響により全国的に受診控えが起こっており、本市においても保険給付費の支出が予算

比で２億８千万円ほどマイナスとなっております。保険給付費は全額北海道からの交

付金で賄われているため、この歳出のマイナスは歳入の減少を伴う為、国保会計の収

支に大きな影響はございません。また、同じくコロナ禍の影響により生活が困窮し国

保税の納付が困難となる影響もありましたが、本市は４月より国保税の減免を開始し、

収入が減少した世帯を支援して参りました。減免した保険税相当額は４千万円弱とな

っており、全額が国からの特別調整交付金で賄われることとなっており、こちらも収

支に大きな影響を及ぼすものとはなりませんでした。この結果、単年度では３，４０

０万円程度の黒字となる見込みであり、累積赤字の縮減も見込んでおります。 

 

○国保医療課管理担当主任より説明 

最初に資料左側の「歳入」について説明いたします。「国保税」でございますが、予

算額１１億３，８２１万円に対し、決算見込み額約１１億８，３０７万円となってお

り、予算比約４，４８６万円となっております。要因としては、予算編成時の見込み

よりも被保険者数や世帯平均所得が多かったことから、歳入増となっております。次

に道支出金「保険給付費等交付金（普通交付）」でございますが、予算額４９億３，２

８６万２千円に対し、決算見込み額４５億７，２９７万となっており、予算比△３億
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５，９８８万となっております。こちらの項目については歳出の保険給付費と同額が

道から交付されますので、収支には影響のない減少となります。次に道支出金「特別

調整交付金分」でありますが、予算比１億４８５万６千円となっておりますが、これ

は累積赤字補填に係る歳出の「前年度繰上充用金」の補正時、同額を歳入として計上

したものであり、当初予算は１，６６３万５千円となっておりましたので、当初予算

比では２，０７８万３千円の歳入増となっております。 

続きまして、資料右側の「歳出」についてご説明いたします。概ね予算内での執行

となっておりますので、詳細の説明は割愛させていただきますが、二点だけご説明い

たします。まず、保険給付費及び特定健康診査等事業費について、新型コロナウイル

スの影響もあり、受診控えが続いているため、減少しております。次に「前年度繰上

充用金」でありますが、令和元年度決算における当市の国保会計の累積赤字額であり、

約１億２，９００万円が令和元年度時点での累積赤字となっております。こちらは単

年度黒字を続けることで、この項目における決算見込み額が減少していくものであり

ます。 

以上、歳入決算見込み額の６５憶６，１９８万５，９８９円に対し、歳出決算見込

み額は６６憶５，６９０万６，１８７円となり、歳入歳出の差し引きは右側下段にあ

ります「Ｒ２決算見込収支」△９，４９２万１９８円となります。また、単年度収支

となりますと「前年度繰上充用金」を除いて再計算することになり、同じく右側下段

の「Ｒ２単年度収支」３，４１５万５，５６３円となることから、単年度黒字が見込

まれ、累積赤字は減少する見通しとなっております。 

 

○市川会長 

以上の説明について質疑がございましたら発言願います。 

＜質疑なし＞ 

それでは、議案第１号「令和２年度国民健康保険特別会計決算見込」についてお諮

りいたします。事務局の説明の通り承認して頂くということでよろしいでしょうか。 

＜異議なしの声＞ 

それでは、議案第１号は承認されました。 

 

（２）議案第２号「令和３年度国民健康保険特別会計予算（案）」 

○国保医療課長より説明 

最初に議案５ページの参考資料をご覧ください。昨年の１２月８日に開催いたしま

した本運営協議会において、１１月１３日に北海道から示された仮係数による納付金

では本市の税率を改正しなくても納付金を納めるのに必要な収入が得られる旨の報告

をいたしました。この度、国の予算編成に伴う係数が確定し、１月１５日に北海道か

ら確定納付金が示されました。（１）の試算結果をご覧ください。確定した本市の令和
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３年度納付金は、１６億３７０万円となり、仮係数の納付金より１，１９０万円程度

減少いたしました。減少の主な要因でありますが、やはりコロナ禍の影響により北海

道が負担する後期高齢者負担金の減少が上げられます。また、北海道は令和３年度の

歳入減に備え、３０億円程度の財源を留保しており、これらを相殺した結果、本算定

での納付金を減少させたものであります。本市においては納付金が０．７％程度減少

したものの、減少幅が小さいこととコロナ禍の不確定要素を鑑み、税率は引き続き据

え置く判断をしたものであります。従いまして、令和３年度の国保税率は、前回の本

協議会でお示しいたしました（３）制度改正に伴う賦課限度額の引き上げのみ行い、

基本的な税率は据置といたしたく、お諮りするところです。 

 

○国保医療課管理担当主任より説明 

最初に、資料左側の「歳入」について説明いたします。国保税についてですが、令

和３年度は税率改正が無いため、概ね変更はございませんが、被保険者数の減少が見

込まれているため若干の減少が見込まれます。その他の詳細につきましては左側下段

の※をご確認願います。 

続きまして、資料右側の「歳出」についてご説明させていただきます。総務費の「国

保情報システム管理費」について、令和３年３月より、マイナンバーカードが保険証

として使用できるオンライン資格確認制度が運用になり、国保連合会への運用負担金

が増加したことにより、対前年比５１万３千円の増加となっております。次に、「健康

づくり推進費」について、脳ドック事業の募集人員見直しにより、２年に１回の受診

に変更したことから、対象者が３９０人から２７５人に減少いたしました。このこと

により、対前年比２１０万８千円の減少となっております。次に、「財政安定化基金償

還金」について、平成３０年度に北海道より借り入れた１億円を令和２年度から令和

４年度の３年間で償還するものとなっており、その２年目となっております。こちら

は令和４年度も同額の歳出予算が見込まれます。 

 

○市川会長 

以上の説明について質疑がございましたら発言願います。 

＜質疑なし＞ 

それでは、議案第２号「令和３年度国民健康保険特別会計予算案」についてお諮り

いたします。事務局の説明の通り承認して頂くということでよろしいでしょうか。 

＜異議なしの声＞ 

それでは、議案第２号は承認されました。 
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６．その他 

・データヘルス計画中間評価について 

○国保医療課長より説明 

本市では今年度より「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」を開始しており

ます。この事業の概要は７月に開催いたしました本運営協議会でご紹介したところで

すが、本市は一体的実施の北海道モデル事業に選定されております。このモデル事業

の一環として、「第２期保健事業実施計画、通称データヘルス計画と第３期特定健康診

査等実施計画」の中間評価に係るデータ分析を、モデル事業のコンサルティングをし

ております「みずほ情報総研」と共同で実施いたしました。一体的実施事業は生活圏

域、本市であれば「ひがし」「みなみ」「きた」「恵み野・中島」の４圏域毎に行うこと

とされております。今回の中間評価では圏域ごとの課題を見つけることができ、後半

の計画実施に反映させることが出来ましたので概要版にてご説明いたします。 

 

○国保医療課給付担当主査より説明 

本計画についてですが、被保険者の疾病予防・健康の推進に関する仕組みづくりの

計画であり、加入者のレセプト等のデータや特定健診等の結果を分析し、ＰＤＣＡサ

イクルに沿った加入者の健康・保持増進のための計画として平成３０年度に策定し、

令和５年度までの６ヵ年の計画として運用しております。 

次に中間評価報告についてですが、令和２年度が本計画の中間評価年にあることか

ら、当初計画で掲げた７つの保健事業の目標についてこの度中間評価を実施し、事業

内容の見直し、評価指標の追加・修正を行い、別冊報告書として取り纏めましたので

詳細は後ほどご覧ください。 

それでは、「中間評価報告書【概要版】」に添って説明いたします。１つ目「現状分

析・課題」についてご説明いたします。現状の被保険者数の推移についてですが、平

成２８年度１３，９５３人に対して、令和元年度は１２，７０５人と９％の減少。一

人当たりの医療費についてですが、平成２８年度３６８，８６７円に対して、令和元

年度は３８９，３２０円と５．５％の増加となっております。課題分析については記

載のとおりとなります。今後の方向性についてですが、第２期データヘルス計画でか

かげた課題及び対策を計画後半も引続き踏襲して参ります。 

２つ目「特定健康診査」についてご説明いたします。現状の対象者及び受診者数の

推移についてですが、受診者数は平成２８年度２，４７３人に対して、令和元年度は

２，９１６人と１８％増加。受診率は平成２８年度２５．３％に対して、令和元年度

は３２．０％と６．７ポイントの増加となっております。取り組みについては記載の

とおりとなります。評価結果についてですが、受診率は目標値４２％に到達しており

ませんが、増加傾向であるため「Ｂ」と評価します。健診結果説明会は、目標値であ

る年３回の開催を継続的に実施しているため「Ａ」と評価しました。課題分析につい
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ては記載のとおりとなります。今後の方向性についてですが、受診率向上のための取

組・調査・検討を引き続き行っていくこととします。 

３つ目「特定保健指導」、４つ目「重症化予防対策」については説明を割愛させてい

ただきます。 

５つ目「健康増進のための知識の普及啓発」についてご説明いたします。啓発普及

に向けた取り組みについてですが、記載のとおりとなります。評価結果についてです

が、講演会の実施件数は、目標値を継続し達成しているため「Ａ」評価。講演会の参

加者数は、平均約１５０人の参加があったため「Ｂ」評価としました。課題分析につ

いては記載のとおりとなります。今後の方向性についてですが、参加者数の増加のた

め、無関心層をターゲットとしたテーマの検討や、ＩＣＴを活用した参加し易い環境

づくりを検討していきます。 

６つ目「脳ドック助成」についてご説明いたします。現状の受診者数の推移につい

てですが、平成２８年度５２９人に対して、令和元年度は２４７人と４６．７％の減

少となっております。取り組み・変更点としては、令和２年度に検査周期を「毎年」

から「２年に１回」へ見直・検討を行いました。評価結果についてですが、令和２年

度に事業見直を行ったため、令和５年度に新たな目標値を定めたことから「Ｂ」評価

としました。課題分析については記載のとおりとなります。今後の方向性についてで

すが、事業見直しを反映させた内容で事業を継続して実施していくこととします。 

最後に「適正受診者普及啓発」についてご説明いたします。普及啓発に向けた取り

組みについてですが、新たな取り組みとして、第一生命・明治安田生命との連携協定

に基づき、外交員を通した顧客に対しての使用促進の周知を行いました。評価結果に

ついてですが、医療費通知は、目標値を継続し達成しているため「Ａ」評価。ジェネ

リック医薬品の数量シェア率は、目標値８０％を達成しているため「Ａ」評価。ジェ

ネリック医薬品差額通知は、目標値の年間発送数を下回っているため「Ｂ」評価とし

ました。課題分析と今後の方向性についてですが、計画前半の事業内容で継続して実

施していくこととします。 

以上、当初データヘルス計画で定めた７つの保健事業の目標について、ＰＤＣＡサ

イクルに基づく中間評価結果を簡単に説明させていただきました。 

最後になりますが、計画後半の取組について、現在の事業を基本的に継続実施とす

ることとし、地域別や年齢階層別の観点で健康課題の分析、事業対象者の選定及び事

業の評価を行い、より効果が高いと考えられるターゲットに対して、事業投入される

よう計画を策定し、令和５年度の目標値に到達できるよう各事業推進して行きます。 

 

○市川会長 

以上の説明について質疑がございましたら発言願います。 
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○平中委員 

地域によって差がみられるとのことですが、今後の取り組みとしてより効果が高い

と考えられるターゲットとはどういったものになるのでしょうか。 

 

○国保医療課給付担当主査 

特定健診受診率向上対策として、病院と協力して「みなし健診」を実施することを

新たに予定しています。 

 

○国保医療課長 

捕捉として、「みなし健診」とは普段から病院にかかっている方の血液検査の結果デ

ータ等を病院から提供してもらうことで特定健診の受診者としてみなすことが出来る

取り組みとなります。また、特定健診受診率における圏域毎の分析結果から、「中島・

恵み野圏域」が３９．３％、「みなみ圏域」が２６．９％と１２．４ポイントの差があ

り、地域によって集団健診会場が遠い等の理由も推測されるため、ハガキでの受診勧

奨についても圏域毎を意識した内容に変えていこうと考えております。 

 

○市川会長 

他に質疑ございますか。質疑なければ、以上をもちまして本日の審議を終了させて

いただきたいと思います。 

委員各位の慎重なご協議と議事運営に対するご協力に対し、感謝申しあげます。あり 

がとうございました。 

 

 

 

 

 

 


